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議題３参考 

第１センターの事業手法及び運営体制について 

 
 
 「事業手法の検討」により整理した事業手法の方向性に、本資料４頁において整理した

今後の運営体制の方向性を鑑みて、第１センターの事業手法及び運営体制については下記

のとおり整理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

第１センターについては『調理業務を含む PFI（BTO）方式』が，事業方式として望ましいものと考える。

※なお，第２，第３センターについては，その時点の財政状況等を考慮しながら，その都度検討を行う。

 

 平成 15 年度以降，全国約 25 事例 ⇒ 破綻事例無し ⇒ 給食センター事業（サービス購入型）への

適応性あり 

 
※ 落札者（企業体）の代表企業（既往 23 事例中） 

 ⇒ 調理業務を含むＰＦＩ事業（17 事例） 

① 建設業者５社 ② 調理業者９社 ③ その他（設備業者等）３社 
 ⇒ 調理業務を含まないＰＦＩ事業（維持管理型）（6事例） 

① 建設業者３社 ② その他（設備業者等）３社 
 

※現時点での給食センターへのＰＦＩ方式採用の既往事例について

行政改革プラン 

『最小の経費で最大の効果

を発揮するスリムで効果的

な市政運営』 
『民間ができることは民間

で』 

 
① 民間による一体的な事業

運営と管理の効率性， 
 
② 財政負担の長期平準化 

財政リニューアルプラン 

『社会情勢の変化に対応

するシステムや手法への

大胆な転換』 
『行財政運営の効率化（ス

リム化）と適正化』 

 

ドライ方式での高度

な衛生管理の採用 

⇒ 運営費用増要素 

一括性能発注方式での民間ノ
ウハウ活用や，作業区分ごとの
区域分けでの作業の単純化に
よる効率的な運用 

⇒ 運営費用減要素 

      

運営費の抑制




